
子ども・若者調査の実施について 

１ 目的 

本市の子ども・若者や子育て家庭を対象に、生活状況や意識等についての調査を実施し、子ど

もの貧困状況を含めた子ども・若者に関する状況及び行政ニーズ等を把握することにより、令和

３年度に予定している「子ども・若者の未来応援プラン」の次期実行計画策定の際の基礎資料と

することを目的とする。

２ 経緯 

平成 29 年度に策定した「子ども・若者未来応援プラン」（以下「子若プラン」）は、関係法令

等の趣旨や就学前児童の子を持つ家庭を対象とした「子育てに関する意識調査（H29 実施）」及

び「子ども・若者生活調査(H28 実施)」のアンケート調査結果等を踏まえ、子ども・子育て支援

法に基づく子ども・子育て支援事業計画、次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画

及び「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく子どもの貧困対策計画等を包含した計

画として策定した。 

子若プラン策定後、国においては、子若プランに関する様々な法令が改正されており、特に、

令和元年９月改正の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」では、新たに「子供の貧困対策に

関する大綱」の指標にひとり親世帯の貧困率等を追記することが明記され、「子供の貧困対策に

関する大綱」には、「新たな調査を実施する場合には、単なる実態の把握だけではなく、子供の

貧困の実態が明らかになるような調査を検討する」旨が追記された。 

今年度、実施する次期「子若プラン」策定のための基礎資料を収集する調査については、的確

に実態を把握するため、「子供の貧困対策に関する大綱」等の趣旨を踏まえ、過去に実施した調査

を整理・統合するとともに、新たに把握が必要となった項目を反映させた上で、実施する必要が

ある。 

【参考】前回実施した３つの調査 

令和 2年 8月 3日 

こ ど も 未 来 局

子育てに関する意識調査 

0歳         6 歳       13 歳           23 歳        30 歳 

（保護者；7,000 人） 

（基本保護者、自ら生計を立てている場合は本人；6,000 人） 

子ども・若者生活調査（市民アンケート） 

子ども・若者生活調査（支援ニーズ調査） 

子ども・若者実態調査 

（本人；3,000 人） 

（生保、児扶受給世帯の本人＆保護者；各 1,500 人、養護施設の小中高；全員） 

調査Ⅰ、Ⅱ 

調査Ⅲ 

資料２



３ 調査対象 

区分 帳票種別 調査対象 対象者数 質問数 
配布 

方法 
回収方法 

調査Ⅰ 調査票① 0～6歳の子を持つ親 3,000 人 50 問程度 郵送 郵送 

調査Ⅱ 

調査票② 小学校２年生の子を持つ親 各区 3～5校 50 問程度 学校 学校 

調査票③ 小学校５年生の子ども 各区 3～5校 20 問程度 学校 学校 

調査票④ 小学校５年生の子を持つ親 各区 3～5校 50 問程度 学校 学校 

調査票⑤ 中学校２年生の子ども 各区 2～4校 20 問程度 学校 学校 

調査票⑥ 中学校２年生の子を持つ親 各区 2～4校 50 問程度 学校 学校 

調査Ⅲ 調査票⑦ 16～30 歳の子ども・若者 3,000 人 20 問程度 郵送 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄのみ 

合 計 約 23,000 見込    

  ※調査Ⅱについては、区別児童生徒数の割合に応じて決定した学校数を区の中から無作為に

抽出し、抽出した学校の対象学年全世帯に配布を想定 

４ 調査項目（案） 

（１）保護者（就学前） ※調査Ⅰ 

利用施設、利用施設の満足度、行政支援の利用状況、利用施設や行政に求める支援等 

（２）保護者（貧困に関する状況等） ※調査Ⅰ、Ⅱ 

就労・所得状況、子どもの生活・学習状況、世帯の生活状況（未払いや物質的はく奪）、行政

支援の利用状況、行政に求める支援、子育て・生活の心配事、地域のつながり等 

（３）子ども ※調査Ⅱ 

日常生活（居場所、相談相手、家庭の心配事）、学校生活（理解度、勉強時間、心配事）、

将来の夢（職業、進路）等 

（４）子ども・若者 ※調査Ⅲ 

   地域活動等への参加状況、携帯電話等の利用状況、自己肯定感や現在の関心事、理想とす

る生き方や職業観について等 

※ 調査項目については、コロナウイルス感染による影響等の把握をすることも含め、令和２年

８月以降、関係課と協議・検討の上、確定 

５ 今後のスケジュール 

令和２年７月２１日（火）      こども施策庁内推進本部会議検討部会 

令和２年８月以降 関係局等との調査項目調整 

令和２年８月３日（月）       子ども・子育て会議 

令和２年１０月上旬         調査票確定 

令和２年１１月上旬～１１月下旬   アンケート調査実施 

  令和３年３月末           報告書取りまとめ 
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「子どもの貧困率」の推移

相対的貧困の状態にある世帯・子どもが抱える課題とは

種 別 対 象 者 期 間 対象者数 回答数 回答率 

市民アンケート 
市内の 0～23 歳の子ども・若者がいる世帯（無

作為に抽出）の保護者らを対象に実施した。 

H29.1.6
～1.22 6,000 人 2,635 件 43.9%

支援ニーズ 

アンケート 

生活保護受給世帯及び児童扶養手当受給資格

世帯（①保護者、②子ども・若者本人）、③子

ども・若者（②以外）、④児童養護施設に入所

している子ども・若者を対象に実施した。 

H29.1.2
～2.17 

①～③ 

1,500 人 

④127 人 

①432 件

②333 件

③503 件

④ 99 件 

①28.8% 
②22.2% 
③33.5% 
④78.0%

支援者ヒアリング 
児童相談所等の行政機関のほか、児童福祉施

設、ＮＰＯ法人等の職員を対象に実施した。 

H29.2 月

～3 月
アンケート調査結果

からの推計値

世帯に含まれる 18 歳未満の子どものうち、貧困線
を下回る世帯で生活する子どもの割合 

7.0% 

世帯に含まれる 24 歳未満の子ども・若者のうち、
貧困線を下回る世帯で生活する子ども・若者の割合 

7.6% 

ひとり親世帯のうち貧困線を下回る世帯の割合 42.9% 

国の「子供の貧困対策に関する大綱」に示されている内容 本市の事務事業

教育の支援

○学校をプラットフォームとした子供の貧困対策

の推進

○教育費の負担軽減

○貧困の連鎖を防止するための学習支援の推進 等

■きめ細やかな指導推進事業  ■児童生徒指導・相談事業 

■地域の寺子屋事業      ■キャリア在り方生き方教育推進事業

■魅力ある高校教育の推進事業 ■奨学金認定・支給事務 

■就学援助・就学事務     ■生活保護自立支援対策事業 等

生活の支援

○保護者の生活支援

○子供の生活支援

○関係機関が連携した支援体制の整備

○支援する人員の確保 等

■民間保育所運営事業     ■公立保育所運営事業 

■わくわくプラザ事業     ■妊婦・乳幼児健康診査事業

■母子保健指導・相談事業   ■生活保護自立支援対策事業 

■生活困窮者自立支援事業   ■ひとり親家庭の生活支援事業

■児童養護施設等運営事業 等  

保護者に

対する

就労の支援

○ひとり親家庭の親の就業支援

○生活困窮者や生活保護受給者への就労支援

○保護者の学び直しの支援 等

■ひとり親家庭の生活支援事業 ■生活保護自立支援対策事業

■生活困窮者自立支援事業 等 

経済的支援
○母子福祉資金貸付等の父子家庭への拡大

○養育費の確保に関する支援 等

■生活保護業務        ■母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

等

２ 本市の子ども・若者及びその家庭の生活の状況 

93.3 

42.7 

87.1

23.4

43.8

19.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

正社員・正規職員

正社員・正規職員

父
親

母
親 可処分所得分類Ⅴ・Ⅵ（父親：n=1,162、母親：n=801)

可処分所得分類Ⅲ・Ⅳ（父親：n=474、母親：n=308)

可処分所得分類Ⅰ・Ⅱ（父親：n=80、母親：n=81)

１ 「川崎市子ども・若者生活調査」 実施の背景 

・ 所得水準が相対的に低い世帯では父親が仕事

をしていない割合が高く、仕事をしていても正

社員・正規職員である割合は低い。

・ 仕事していない理由としては「自分に病気や障

害などがあるため」との回答が多い。

・ 調査対象の世帯に含まれる 18 歳未満の子ども

のうち、可処分所得が「貧困線」を下回る水準

（分類Ⅰ・Ⅱ）の世帯で生活する子どもの割合

は 7.0%となっている。

・ 24 歳未満の子ども・若者について同様の集計

をすると 7.6%となっている。

・ ひとり親世帯の中で可処分所得分類Ⅰ・Ⅱに該

当する割合は 42.9%となっている。

可処分所得分類Ⅰ, 2.1%

可処分所得分類Ⅱ, 4.8%

可処分所得分類Ⅲ, 11.6%

可処分所得

分類Ⅳ, 
17.0%

可処分所得

分類Ⅴ, 
20.8%

可処分所得

分類Ⅵ, 
43.5%

n=1,863

・ 可処分所得が国の「貧困線」を下回る水準に相

当する、「分類Ⅰ」または「分類Ⅱ」に該当す

る世帯は合わせて 6.9%となっている。

・ 「分類Ⅰ・Ⅱ」に該当する世帯では、過去１年

間に経済的な理由での「電気料金・ガス料金・

水道料金の未払い」が２割以上の世帯で発生し

ている。

●可処分所得の水準が国の貧困線の水準を下回る世帯は 6.9%であった。 

●貧困線を下回る世帯では、電気料金等が払えない、必要とする食料・衣料が買えないなどが高い割合で発生している。

●所得が低いことと不安定な就労・生活との関連性が把握され、所得が低い世帯では「保護者の孤立・不安」や「教育

費の負担」等、悩みが大きくなっていることが課題である。

＜世帯の可処分所得の水準（市民アンケート）＞

（２） アンケート調査から把握された状況 

（１） 調査方法等の概要 

●国民生活基礎調査によると、全国において可処分所得額が「貧困線」の水準を下回る世帯に含まれる子どもの割合（「子

どもの貧困率」）は平成 24 年時点で 16.3%、平成 27 年時点では 13.9%となっている。（約７人に１人の割合） 

●平成 15 年から平成 24 年まで子どもの貧困率は上昇傾向にあり、家庭間の経済状況の格差拡大が示唆されている。

～ 国民生活基礎調査に基づく「子どもの貧困率」と本調査の推計値について ～ 

・国民生活基礎調査では、世帯の可処分所得額を世帯人員の平方根で除して求められる「等価可処分所得」の額が「貧

困線」（全世帯の中央値の半分の額で設定）を下回る場合に、その世帯が相対的貧困に該当するとしている。

・本調査の可処分所得分類Ⅰ・Ⅱは国民生活基礎調査の貧困線と同水準になるように設定したが、国民生活基礎調査

と本調査は手法が異なるので、本調査の値は国の「子どもの貧困率」と同一のものではない点に留意が必要である。 

（３） 本市の取組の現状 

●経済的課題のほか、保護者の不安定な就労状況、疾病があることなど、世帯として不安定な生活状況にある可能性がある。

●子どもの貧困の実態は見えにくく、「相対的貧困」の状態にある世帯と子ども・若者の生活状況を把握することが重要である。

① 保護者に関する現状・課題 

＜国の貧困線を下回る世帯で生活する子どもの割合、ひとり親世帯の割合（市民アンケート）＞

＜父親・母親の就業形態（市民アンケート）＞

（１） 「子どもの貧困」の概況 

例）世帯員人数 4人の場合

※国の貧困線の基準 245万円

（２） 国の動向 

●平成 26 年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行、同年８月には「子供の貧困対策に関する大綱」が 

定められた。

分類Ⅰ 120万円未満

分類Ⅱ 245万円未満

分類Ⅲ 365万円未満

分類Ⅳ 485万円未満

分類Ⅴ 605万円未満

分類Ⅵ 605万円以上

資料2-2
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8.1 

30.1 

14.3 

15.5 

41.2 

24.1 

26.2

50.0

28.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学校での学習の理解度：

「まったくわからない」

「どちらかといえば、わからない」

学校での学習の理解度：

「まったくわからない」

「どちらかといえば、わからない」

学校での学習の理解度：

「まったくわからない」

「どちらかといえば、わからない」

小
学
生

中
学
生

高
校
生

生活保護・児童扶養手当非受給世帯（小学生：n=234、中学生：n=83、高校生：n=63)

生活保護受給世帯及び児童扶養手当受給資格世帯（小学生：n=148、中学生：n=85、高校生：n=78)

児童養護施設に入所（小学生：n=42、中学生：n=30、高校生：n=21)

13.4 

11.0 

12.5 

13.9 

16.5 

16.5 

20.9

29.0

26.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

将来の夢や目標：

「将来の夢や目標をもっていない、

または、もちたいと思わない」

「まだ、自分が大人になってからのことは

わからない」

将来の夢や目標：

「将来の夢や目標をもっていない、

または、もちたいと思わない」

「まだ、自分が大人になってからのことは

わからない」

将来の夢や目標：

「将来の夢や目標をもっていない、

または、もちたいと思わない」

「まだ、自分が大人になってからのことは

わからない」

小
学
生

中
学
生

高
校
生

生活保護・児童扶養手当非受給世帯（小学生：n=231、中学生：n=82、高校生：n=64)

生活保護受給世帯及び児童扶養手当受給資格世帯（小学生：n=151、中学生：n=85、高校生：n=79)

児童養護施設に入所（小学生：n=43、中学生：n=31、高校生：n=21)
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治療していない虫歯が

1本以上ある

治療していない虫歯が

1本以上ある

治療していない虫歯が

1本以上ある
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名
の
子
ど
も
：

未
就
学

宛
名
の
子
ど
も
：

小
学
生
・
中
学
生

宛
名
の
子
ど
も
：

中
学
校
卒
業

以
降

可処分所得分類Ⅴ・Ⅵ（未就学：n=378、小学生・中学生：n=464、中学校卒業以降：n=251)

可処分所得分類Ⅲ・Ⅳ（未就学：n=189、小学生・中学生：n=200、中学校卒業以降：n=86)

可処分所得分類Ⅰ・Ⅱ（未就学：n=35、小学生・中学生：n=36、中学校卒業以降：n=33)
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50.0 
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可処分所得分類Ⅴ･Ⅵ(n=1099)

可処分所得分類Ⅲ･Ⅳ(n=475)

可処分所得分類Ⅰ･Ⅱ(n=110)

子どもが経済的な理由により進学を諦めたことがある

子どもが経済的な理由により学校を中退したことがある

これまでにはないが、今後その可能性がある

これまでになく、今後もその可能性はない（可能性は低い）
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夕ごはん：

「ほぼ毎回子ども・若者だけで食べる」

「子ども・若者だけで食べる時が多い」

夕ごはん：

「ほぼ毎回子ども・若者だけで食べる」

「子ども・若者だけで食べる時が多い」

夕ごはん：

「ほぼ毎回子ども・若者だけで食べる」

「子ども・若者だけで食べる時が多い」

宛
名
の
子
ど
も
：

未
就
学

宛
名
の
子
ど
も
：

小
学
生
・中
学
生

宛
名
の
子
ど
も
：

高
校
生

可処分所得分類Ⅴ・Ⅵ（未就学：n=392、小学生・中学生：n=472、中学校卒業以降：n=281)

可処分所得分類Ⅲ・Ⅳ（未就学：n=192、小学生・中学生：n=208、中学校卒業以降：n=96)

可処分所得分類Ⅰ・Ⅱ（未就学：n=34、小学生・中学生：n=40、中学校卒業以降：n=38)

・ 児童養護施設に入所している子どもに

は、将来展望を持てていない割合が高

く、生活保護受給世帯及び児童扶養手当

受給資格世帯（ひとり親世帯）でも、そ

の割合が高い傾向にある。

●所得の水準により文具や教材が買えないなどの学習環境や習いごと等の経験に差異が生じている。 

●所得の水準により学校での学習の理解度や学校を楽しんでいるかどうかに差異が生じている。 

●所得の水準が低い世帯では進学断念・中退をせざるをえない状況が生じる可能性が高いと考えている。 

●将来の夢や目標を持っているかということにも、子どもが置かれている状況による差が生じている。 

●所得の水準と虫歯の有無や入浴頻度との関係などから、所得の格差が基本的生活習慣の形成の格差につながっていることがうかがえる。 

●朝ごはんの摂取状況や夕ごはんにおける「孤食」の状況にも所得水準との関係による差異が生じている。 

・ 世帯の状況により、学校での学習の理解

度に差異が生じている。（児童養護施設

に入所している子どもに学習の理解度

が低い傾向がある。）

・ このほか、学校での生活を楽しんでいる

かどうかについても、所得の水準によっ

て差異が見られる。

・ 所得の水準が相対的に低い世帯では、小

学生以降の段階で夕ごはん時に子ど

も・若者だけで食べる割合が高い。

・ このほか、所得の水準が相対的に低い世

帯では朝ごはんを毎日食べている割合

が低く、摂取状況にも差異が見られる。

・ 所得の水準が相対的に低い世帯では、子ど

もが未就学の段階で治療していない虫歯が

１本以上ある割合が高く、その傾向は子ど

もが中学卒業以降の段階にあっても同様に

見られる。

・ このほか、所得の水準が相対的に低い世帯

の子どもは毎日入浴している割合が低く、

入浴の頻度に関しても差異が見られる。

・ 所得の水準が相対的に低い世帯では、子ど

もが必要とする文具や教材が買えないこと

が高い割合で発生している。

・ このほか、世帯の状況により、習いごとの

状況に差異が見られ、野外活動の経験や図

書館、博物館・科学館、美術館・劇場に行

くことに関しても差異が生じている。

・ 所得の水準が相対的に低い世帯では経済的

な理由による進学断念・中退の可能性があ

ると回答された割合が高い。

・ このほか、保護者から子どもに想定・期待

する学歴にも差異が生じている。

＜虫歯の有無（市民アンケート）＞ ＜夕ごはんを子ども・若者だけで食べる頻度（市民アンケート）＞

＜文具や教材が買えなかった経験の有無（市民アンケート）＞

＜進学断念や学校中退経験の有無（市民アンケート）＞

＜学校での学習の理解度（支援ニーズアンケート）＞

＜将来の夢や目標（支援ニーズアンケート）＞

ア 生活の基盤形成に関する現状・課題 
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平成２７年度子ども・若者実態調査結果について 

１ 調査の目的 

 川崎市では、昭和 60 年から５年毎に青少年の意識調査を実施しています。今回の調査は、この 30 年間

の動向の変化を把握するとともに、子ども・若者育成支援推進法の施行に伴い、これまでの 24 歳までから

30 歳までと対象年齢の上限を引き上げ、若者世代を広く対象とすることによって、子ども・若者の意識及

び行動等の実態、行政に対する意見等を広く把握し、今後の子ども・若者施策の参考とすることを目的とし

ています。

２ 調査設計と回収状況 

(1)  調査対象 

川崎市内在住の満 13 歳以上 30 歳までの男女個人 3,000 人（住民登録のある者から無作為に抽出

（回答数 618 件、回収率 20.6%） 

(2)  調査方法 

 郵送配布・郵送回収法 

３ 主な設問と回答 

  (1)  居住地の好意度 

    約 8 割が「好きである」「まあ好きである」と回答。過去 3回の調査では最大となった。 

  (2)  地域活動等への参加状況 

    地域活動やボランティア活動への参加率は低調であるが、「何を活動しているのか知らない」、「参

加する時間がない」といった理由で参加していない方が約 5割を占めた。 

  (3)  携帯電話等の利用状況 

    約 9 割がスマートフォンを利用し、インターネットでの情報収集や、LINE や Twitter 等の SNS を

利用している方が多い。 

  (4)  自己肯定感や現在の関心事について 

    自己肯定感は 6割の方が「うまくいっている」と回答。現在の関心事は「自分の将来や進路のこと」

「お金のこと」が上位となった。 

  (5)  理想とする生き方や職業観について 

    理想とする生き方は「家族と幸せに暮らすこと」が前回より 14.5%増加。職業観は、転職容認派が

約 5割を占めた。 

４ ホームページのアドレス 

http://www.city.kawasaki.jp/259/page/0000031829.html
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●今後拡充してほしいもの（複数回答）〔問１７－１〕
「認可保育所等の一時保育」が28.9％で最も高く、次いで「地域子育て支援センター」が25.2％、「幼稚園の一時
預かり」が21.6％となっている。（報告書４１ページ）
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●保護者の就労状況（母親）〔問９〕
「以前は就労していたが、現在は就労していない」が37.7％で最も
高く、次いで「フルタイム」が31.6％となっている。「非就労（「以前は
就労していたが、現在は就労していない」と「これまでに就労したこ
とがない」の合計値）」は39.7％で、平成24年調査と比較すると16.6
ポイント減少した。（報告書１１ページ）

川崎市子育てに関するアンケート概要

調査概要

市内子育て世帯の状況を把握し、「川崎市子ども・子育て支援事業計画 子ども未来応援プラン」の中間評
価及び平成３０年度以降の見直しの参考とするため、平成２４年１月に実施した「子育てに関する意識調査」
と同様のアンケート調査を実施する。

調査結果（抜粋）

調査目的

平成２９年７月６日～平成２９年８月１４日実施。市内在住の０～６歳の子どもから７，０００人を無作為抽出
し、保護者にむけたアンケート調査票を郵送で配布、回収した。（有効回収率５２．６％）

実施方法

１ 属性

２ 保護者の就労状況と就労意向

４ 子育てに関する意識

３ 子育てで利用している施設

n=

子どもを

育てるの

は楽しく

て幸せな

ことだと

思う

子どもと

遊ぶのは

面白い

自分の子

どもは結

構うまく

育ってい

ると思う

自分の子

育てに自

信がある

子育てを

通じて自

分も成長

している

と思う

 (%)

n=

子どもが

自分の言

うことを

聞かない

のでイラ

イラする

自分の子

育てに自

信がある

（そう思

わない

計）

子どもの

ことでど

うしたらよ

いかわか

らなくな

る

子どもに

八つ当た

りしたくな

る

子どもを

育てるた

めに我慢

ばかりし

ている

子育てを

している

と社会か

ら取り残

されてい

るような

気がする

子育てを

している

と孤立感

を感じる

子どもの

存在その

ものがわ

ずらわし

くなる

 (%)

3,680 97.5 94.4 87.1 48.7 90.8 3,680 63.9 50.5 42.0 30.4 29.3 24.9 20.8 4.6

97.5 94.4 
87.1 

48.7 

90.8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(%)

63.9 

50.5 
42.0 

30.4 29.3 
24.9 

20.8 

4.6 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(%)

●世帯構成〔問３〕
「（調査対象の子どもの）両親と同居」が96.5％で、「ひとり親世帯」が3.4％となっている。（報告書６ページ）

●同居家族以外の子育て協力者の有無〔問５〕
「近隣にいる」が33.7％、「近くではないがいる」が47.6％、「いない」が18.3％となっている。（報告書８ページ）

（関連）

●子どもが平日の日中過ごす場所〔問１０〕
「家庭」（自宅・祖父母宅・友人宅など）が32.1％で最も高く、次
いで「認可保育所」が29.9％となっている。平成24年調査と比較
すると、「家庭」（自宅・祖父母宅・友人宅など）が7.3ポイント、
「幼稚園（通常の保育時間）」が10.6ポイント減少し、「認可保育
所」が9.5ポイント増加した。（報告書２１ページ）

●子どもを育てる際に利用したり参加したりしたことがあるもの（複数回答）〔問１７〕
「地域子育て支援センター」が47.0％で最も高く、次いで「こども文化センター」が36.4％、「保育所の園庭開放
や保育所主催の行事」が31.6％となっている。（報告書３９ページ）

●地域で子育てを支えるとき、あると良いと思うこと（複数回答）〔問１８〕
「不意の外出や親の帰りが遅くなった時などに子どもを預かる人や場があること」「子どもの防犯のための声
かけや登下校の見守りをする人がいること」「子どもと大人が一緒に参加できる地域の行事やお祭りなどがあ
ること」が50％以上となっている。（報告書４２ページ）

●子育て家庭をサポートする立場として活動したいこと、できること（複数回答）〔問１９〕
「子育てに関する悩みを聞いたり、ともに考えたりする」が40.1％で最も高く、次いで「幼稚園・保育所・子育て
支援センターなどで、ボランティアとして手伝う」「子育てや生活に役立つ情報を提供する」が２割前後となって
いる。「サポートするのは難しい」は36.8％である。（報告書４４ページ）

（関連）

（問１０）

（関連）

（問９）

（問１１）

●母親のフルタイム転換希望〔問９－２〕
「パート・アルバイトで引き続き就労予定」が58.2％で最も高く、次
いで「フルタイムへ転換する希望はあるが、実現できる見込みが
ない」が23.7％、「フルタイムへ転換する希望があり、実現できる
見込みがある」が9.5％となっている。「やめて子育てや家事に専
念する予定」とした人は1.1％であった。（報告書１７ページ）

●利用している施設の不満点（複数回答）〔問１０－３〕
「費用が高い」が49.6％で最も高く、次いで「施設の職員によ
る保護者への対応に不満がある」が29.7％、「園庭の有無や
広さ、施設・設備に不満がある」が28.4％となっている。（報告
書２５ページ）

●子育てをする中で、日ごろ感じていること〔問１１〕
97.5％が「子どもを育てるのは楽しくて幸せなことだと思う」一方で、「自信がない」「どうしたらよいかわからなく
なる」「孤立感を感じる」といった回答もあった。（報告書２９～３５ページ）

（関連）

（問１７－１）
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川崎市子育てに関するアンケート概要

５ 子育てに関する情報

７ 子育てにかかる費用

８ 小学校入学に向けた支援

６ 保育所・幼稚園等

９ 子ども・子育て支援新制度

●子育てについてほしいと思う情報（複数回答）
〔問１５〕
「子どもの病気や発育・発達に関すること」が
53.4％で最も高く、次いで「子どものしつけに関す
ること」が44.5％、「子どもの安全対策に関するこ
と」が43.7％となっている。（報告書４６ページ）

●保育所・幼稚園等を選ぶ際の情報源（複数回
答）〔問２０〕
「園に直接聞いた・見学した」が69.7％で最も高く、
次いで「友人や知り合いからの評判」が42.1％と
なっている。（報告書５０ページ）

●子どもが利用している保育所・幼稚園等に
かかる１か月あたりの費用〔問２４〕
「３万円～４万円未満」が24.7％で最も高い。
次いで「５万円以上」が15.7％となっている。
（報告書５７ページ）

●小学校入学に向けてあると安心な支援（複数回答）
〔問３０〕
「通学時の安全対策」が43.5％で最も高く、次いで「小
学校の授業を子どもが体験する機会の提供」が27.1％、
「入学後に上級生や同級生となる子と、子どもどうしが
交流する機会の提供」が26.0％、「子どもの長期休み中
の居場所の確保」が25.7％となっている。（報告書６５
ページ）

●子育て支援新制度の施策に対する充実感〔問３１〕
「充実してきていると感じる」と「やや充実してきていると感じる」の合計値は28.7％で、「充実して
きているとは感じない」は40.8％、となっている。（報告書６７ページ）

（関連）

（関連）

（問２４）

（問２０）

（問１５）

（問３１）

（問３０）

●地域での子育て支援
地域での子育て支援について希望する意見の多かった「不意の外出や親の帰りが遅くなった時などに子どもを
預かる人や場があること」や「子育てに関する悩みについて気軽に相談できる人や場があること」については、
（問１８）困っていることとして多く回答された「自分だけの時間がとれない」や「自分の子育てがこれでいいのか不
安がある」の項目に関連しており（問１３）、ふれあい子育てサポート事業や地域子育て支援センターなどの育児
援助や相談支援を推進することが必要である。

●小学校に向けた支援
小学校入学に向けて不安なことについて、フルタイムで共働きの保護者は「子どもの放課後の居場所」「子ども
の長期休み中（夏休み中）の居場所」と答えた数が他の就労状況の保護者よりも多い。（問２９）就労している母
親が増加していることからも、（問９）こども文化センターやわくわくプラザ事業の推進が必要である。

●子育てに関する情報
情報の入手先として「民間のインターネットサイト、個人のブログやＳＮＳ等」をあげた人が59.3％なのに対して
「市や区のホームページ」をあげた人は16.2％と少なく、情報発信の強化に向けた取組が必要である。（問１６）

●子ども・子育て支援新制度
子ども・子育て支援新制度の施策については充実してきていると「感じる」人よりも「感じない」人が多く、また、
「制度について聞いたことがない」と答えた人が26.1％いるため、制度の認知度向上が必要である。（問３１）

今回のアンケートを通じて把握した子育て家庭の状況や意識を子どもの未来応援プランの見直しの参考とし、
不安感や孤立感の軽減のために、引き続き子ども・子育て支援施策を総合的に推進することが必要である。

●子育てに関する情報の入手状況〔問１６〕
子育てに関する情報の入手先は、「友人・知人」
が85.8％で最も高い。次いで、「家族・親戚」「保育
所・幼稚園等」「子育てに関する民間のインター
ネットサイト、個人のブログやSNS等」が50％以上
となっているが、「市や区のホームページ」は
16.2％であった。（報告書４８ページ）

●保育所・幼稚園等を選ぶ際の情報量〔問２０－１〕
「十分だった」が15.0％、「まあまあ十分だった」が
53.5％で、合計値は68.5％となっている。（報告書５
１ページ）

総括的な整理


